
１．はじめに 

 環境省の｢環境大気常時監視マニュアル｣は、常時監視

の適正な実施を目的として、昭和55年に初版が作成され、

順次改訂が行われている。 
平成 22 年 3 月、環境省は微小粒子状物質（PM2.5）の

環境基準の設定やオキシダント自動測定機の校正方法の

変更を中心に「環境大気常時監視マニュアル（第6版）」

として改訂した。 
「環境大気常時監視実務推進マニュアル（初版）」(平

成19年11月)は、「環境大気常時監視マニュアル」を引

続き製本、販売の要望や、地方自治体及び保守管理業の

実務を担当する方々から、実践的な技術情報（自治体の

事例、技術データや知見、常時監視における留意事項、

信頼性評価手法、改訂のポイント など）を書き加え、よ

り実務に役立つ「マニュアル」を、作成して欲しいとい

う要望から作成した。 
今回の第 3 版の改定では、最新の情報に基づき、詳細

な技術情報の充実に努め、様々な立場での環境大気常時

監視従事者の実務に対応している。また、当協会が行う

｢環境大気常時監視技術講習会（環境省後援）｣や「環境

大気常時監視技術者試験」の基本テキストとしても活用

している。 

２．環境大気常時監視実務推進マニュアル（第3版） 
改訂のポイント 

① 「環境大気常時監視実務推進マニュアル編集委員会」

の増員、充実により、編集者の経験、知見からなる技術

情報を追記すると共に、全章にわたり全面的な見直しを

実施。 

表１ 環境大気常時監視実務推進マニュアル 
（第3 版）編集委員会名簿（五十音順敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
② ｢第 1 章 概要｣に、環境基本法や大気汚染防止法の要

点を抜粋記載。 
③ ｢第 3 章 大気汚染自動測定機｣の微小粒子状物質測定

機、オキシダント自動測定機の項に、維持管理、精度管

理の要点や取り決めを追記。気象観測用測器の項を全面

改訂。 
④ 第 8 章を｢精度管理の基本的考え方と測定値の一致性

の評価｣として改訂。PM2.5 自動測定機の一致性評価につ

いても追記。 
⑤ 資料編に、PM2.5 自動測定機の等価性評価試験の結果

（第1回）や仕様の一覧表を追記。 

３．環境大気常時監視実務推進マニュアル（第3版）  

追加技術情報 

 表 2 に｢環境大気常時監視マニュアル（第 6 版）｣をベ

ースに、｢環境大気常時監視実務推進マニュアル（第3版

第3刷）｣で追記した技術情報をページ数で示した。 
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序  言 
 

環境大気の状況を的確に把握することは、大気環境保全対策実施における基本的

な第一歩である。 
環境大気モニタリングは、深刻な大気汚染にみまわれた昭和 40 年代から大気汚

染防止法第 22 条の規定により、地方公共団体において常時・継続的に実施され、

これまでに世界に冠たる環境大気モニタリング体制が構築されてきた。しかし、近

年の大気汚染の形態は大きく変化し、効率的で効果的な環境大気モニタリングにつ

いて、新たに変革していく時代になり、的確な環境大気モニタリングを実施するた

めには、モニタリング体制の継続的な見直しが必要とされている。 
環境大気常時監視の目的は、かつては緊急時対策や環境基準の適否判断に重点が

置かれていたが、現在では、環境影響評価、広域的汚染のメカニズム解明などのた

めの基礎資料とするなど、活用範囲が広がっており、より高い精度の測定値を確保

することが求められている。 
環境省では、自動測定機による環境大気常時監視において、適正な測定を行うた

めに、昭和 55 年に「環境大気常時監視マニュアル」（初版）を策定し、平成 22 年 3
月に微小粒子状物質（PM2.5）測定機の追記やオキシダント自動測定機の校正方法の

変更などを中心に「環境大気常時監視マニュアル（第 6 版）」として改定した。 
地方公共団体では、環境大気常時監視に係る業務が複雑であることから、専門職

員の確保が困難となっており、保守点検等の維持管理業務を外部委託する場合もあ

り、地方公共団体職員の自動測定機に関する実務経験の機会が十分でなく、維持管

理業務の能力が低下するおそれもある。 
また、地方公共団体の研究者等が有する維持管理等のノウハウを共有し伝達する

場を確保し、精度管理能力の保持に努めることも重要であり、測定分析に必要な機

器類整備に係る技術及び測定方法の向上も重要である。 
さらに、測定値の信頼性確保のためには、自動測定機の精度管理・維持管理体制

の構築が課題である。 
本書は、そのような時期に出版された非常にタイムリーな書物である。 
「環境大気常時監視マニュアル（第 6 版）」をベースに、改定の要点、編集者達

の経験、実務に関する知見、試験データ、事例などからなる、豊富な技術情報等が

掲載されており、環境大気常時監視の実務を推進するに当たっての座右の書とも言

える内容となっている。 
本書が的確な環境大気モニタリングの実施に対して、大きな役割を果たしてくれ

ることを大いに期待し願っている。 

                     平成 22 年 11 月 
埼玉大学大学院理工学研究科 教授
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＜技術情報＞  

試料大気採取管や自動測定機内部における、二酸化窒素（NO2）の増加、オゾン（O3）の損失

について  

日本の環境大気常時監視マニュアル等では、NO2 測定や O3 測定において、試料大気採取管

や自動測定機内部における、NO＋O3→NO2 の反応による NO2 の増加や O3 損失に係る取決め

や基準はないが、環境基準設定項目でもあり、今後、検討していく必要があると考えられる。

（１）NO＋O3→NO2 の反応と時間に関する知見  

環境大気中の NO2 や O3 濃度測定における国際標準（ISO：International Organization for 

Standardization や CEN：European Committee for Standardization）では、｢Increase of 

NO2-concentration due to residence time in the analyzer や  Calculation of residence times 

for a maximum allowable NO2 increase in the sampling line｣という性能項目があり、以下の

内容が記載されている（なお、規格値は 2％以下とか、4ppb 以下となっている）。  

サンプリングラインにおける試料大気中のオゾンとNOの反応により、NO2を増加させる。

サンプリングラインの滞留時間の影響は式（A)で表される。

･･････ 式（A)

ここに、 [O3]0 ：サンプル入り口におけるオゾン濃度（nmol/mol）
[O3]t ：サンプリングラインの滞留時間ｔ秒後のオゾン濃度（nmol/mol）

 [NO]t ：サンプリングラインの滞留時間ｔ秒後のNO濃度（nmol/mol）
b = [O3]t – [NO]t 、b≠0

k ：オゾンとNOの反応定数  k = 4.43×10-4 nmol･mol-1 s-1 at 25 °C
t ：滞留時間（sec）

オゾンとNOの反応によるNO2の増加はオゾンの損失量から計算する。

増加NO2 = [O3]0 – [O3]t 
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式(A)を用いた、計算結果の例を表、図に

示した。  

この結果は (2)に示す (社 )日本環境技術協

会が行なった実際の試験結果と比較可能な

形とするため、スタート時に NO 50ppb、

O3 50ppb を混合した場合に、t 秒後の NO、

O3 濃度を推定仮定し、式(A)を用いて[O3]0、

増加 NO2 を計算し、トータル滞留時間（初

期＋滞留時間 t）とトータル増加 NO2 濃度

（初期＋増加 NO2）を表の比較用計算値の

一つ左の計算値に順次プラスしたものであ

る。  
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図 NO＋O3→NO2 の反応と滞留時間  

（計算結果例）  
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吸収法は核種崩壊の確率誤差により、光散乱法は電気信号の乱れにより、それぞれ 1 時間単位

の測定結果が負の値となることがある。  

1 時間値が負の値となった場合、これを強制的にゼロとして処理した上で 24 時間値を算出す

ると、24 時間値にプラス側の偏りを持たせることになり、正確でなくなる。このため、上述の

ように負の値となることに妥当な根拠が見いだせる場合には、負の値をそのままの値として 24

時間分のデータを平均すれば、ばらつきを 1 時間値より大幅に小さくすることができ、偏りも

なくなり、結果として、24 時間値（日平均値）としては下限値 2 μg/m3 までの測定が可能と考

えられる。  

＜解説＞  

自動測定機のゼロ点が正確に ZERO に校正されているならば、例えば粒子状物質を含まない

空気に対する指示値（空試験）において、1 時間平均値の±の値を平均することによって、日平

均値の偏りの値は ZERO となることを期待している。空試験を複数日実施し、その日平均値の

平均を計算することによって、より偏りは ZERO に近づくはずである。  

ばらつきは標準偏差で定義されるが、例えば、24 時間×7 日間のデータの全ての 1 時間平均

値の標準偏差と、日平均値×7 日間のデータの標準偏差を比較すると、日平均値×7 日間のデー

タの標準偏差は 1／ 24 程度になるという考え方によっている。 

 

（５）点検及び校正方法 

各測定原理に基づく点検及び校正に係る技術的方法が確立されており、定期的な点検によ

り測定値の恒常性が維持されること。 

 

（６）機差 

同機種の自動測定機を複数台同時に測定（並行測定）したときの 1 日平均値の差が一定の

範囲にあること。 

 

（７）吸引流量 

フィルター捕集-質量法と同様に、吸引流量は原則として分粒装置の設定流量とし、実流量

制御及び実流量表示を行うこと。 

 

（８）相対湿度の変化への対応 

相対湿度が測定値に与える変化を抑制するための機能（以下「除湿装置」という。）を有す

ること。 

 

＜技術情報＞  

環境基準による常時監視結果の評価においては、1 日平均値に関しては、1 日 20 時間以上の

測定時間を有する「有効測定日」のみが対象となる。また、環境基準の長期的評価のためには、

「有効測定局」（年間測定時間が 6000 時間以上）であることが必要であり、6000 時間を日数に

換算すると、年間 250 日以上の有効測定日があることが必要となる。また、測定値に季節変動

がある場合には、年間の有効な測定時間や測定日に関して季節的な偏りがないことが重要であ

る。したがって、自動測定機にとって、欠測が少ない事は絶対条件である。 
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８．１．２ 測定誤差と精度管理（測定精度管理）の目安 
（１）測定機の誤差の性質  

一般に測定値には様々な誤差が含まれており、誤差をいかに小さく抑えて真値に近い値を得

るかは、あらゆる測定における永遠の課題である。  

誤差の中には、大きく分けて偏りとばらつきがある。偏りには、測定機の原理から考えられ

る干渉成分の影響などがあり、ばらつきには測定値の繰返し性（再現性）などがある。  

ばらつきの大きさ（標準偏差：σ）は、低濃度域では主に測定機のベースラインノイズによ

って決まる小さな値で、濃度が高くなるにつれて測定値に比例する応答のゆらぎが合成され

て、除々に大きな値となってくる。  

どのような測定機でも、一定濃度以下では検出できない限界濃度や、一定濃度以下では検出

はできても、著しく誤差が増大し信頼性が損なわれる限界濃度がある。前者を検出下限値、後

者を定量下限値とし、これらの値は、信号（S）とノイズ（N）の比（S/N 比）で定義する。  

一般に検出下限値や定量下限値を S/N=3 や S/N=10 で評価するが、これはゼロ付近でのσ=N

に対して、3 倍以上の大きさの応答は 99.7 %以上の確率で信号であるという統計的判定や、10

倍以上の信号は 10%程度のばらつき、すなわち有効数字 2 桁で値が得られることから定量とい

えるといった考え方に基づいている。  

測定機のノイズの定義は議論が分かれるところであるが、ゼロガスを自動測定機に導入した

時の指示値の変動から求める方法が一般的である（いわゆる S/N＝2、S/N＝3 の 2 つの検出下

限の定義は、いずれも IUPAC で認められたものであり、検出の考え方に多少の違いはあるも

のの同等とみなすことができる）。  

例えば、有害大気モニタリングでは、ノイズを検量線の最低濃度点（定量下限濃度付近）で

の５検体の信号の標準偏差で定義し、その 3 倍を検出下限値、その 10 倍を定量下限値として

いる。  

一方、｢環境大気常時監視マニュアル｣では自動測定機の基本仕様に最小検出感度の規定があ

り、ノイズの標準偏差の 2 倍（2σ）としている。これは検出下限値に相当する。  

したがって、ゼロ点付近の低濃度における測定値のばらつき（σ）を環境基準値の 1/20 以下

とすることが検出の条件となる。このノイズの定義は米国（Federal Reguration）の性能基準

の評価法を基本としており、ゼロガスとスパンガスをそれぞれ導入し指示値が安定した後、2

分間隔で 25 回指示値を読みとり、その標準偏差をノイズとしている。  

また、検出下限値はその 2 倍と定義して規定されているので、ゼロガスでも、スパンガスで

もその基準（標準偏差）を満たしていることを要求している。すなわち、スパンガスでは濃度

に依存する誤差が含まれるため、検出下限値を定義するための標準偏差としては厳しい結果が

得られる。  

偏りの大きさは、干渉のように干渉成分の濃度に依存するもの、ゼロガスに不純物として含

まれる測定対象成分のように一定なものなど、まちまちであるが、一般に測定対象成分濃度が

低いほど相対的に大きな値となる。このため低濃度域では、S/N 比からは検出や定量と評価さ

れた測定値でも、大きな偏りの誤差があって測定値とはいえない場合もあるので注意を要す

る。  
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